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最近の行事について

  7月  1日  七夕飾り付け
  7月  5日  七夕コンサート
  7月16日  理容の日
  7月30日  菊陽町社協ワークキャンプ
　　　　　（オンライン）

https://seiyou-kai.net/



あじさい見学

　苑庭のあじさいが咲き始め、晴れの間
に散歩を兼ねて見学を行いました。
　参加された入居者の方に花瓶に活ける
のを手伝っていただき、リビングに飾り
付けを行いました。



七夕飾り付け

　7月に入り、ユニット内に笹を用意して、
入居者の皆様と一緒に短冊作りや記念撮影を
行いました。
　短冊に願い事を書く際には、職員と一緒に
「なんて書こうか迷うねえ」と楽しそうに悩
まれている姿が見受けられました。



訪問歯科診療の様子

　必要な入居者の方には、協力医療機関である『友枝総合歯科・矯正歯科』か
ら、毎週金曜日に歯科医師と歯科衛生士による訪問診療が行われています。
　歯の治療が必要な場合や義歯の不具合等々が発生した際には、ご家族の皆様
にご相談させていただきます。
　今後とも歯科スタッフと連携しながら、入居者の皆様のお口の衛生管理を担
ってまいります。

新しい保険証について
　この時期、8月から有効の新しい保険証類がご家族の元へ届くかと存じます。

　『介護保険負担割合証（緑色）』

　　⇒介護サービス料金の負担割合を示すものです

　『介護保険負担限度額認定証（ベージュ色）』

　　⇒食費や居住費の軽減を受けるためのものです

　『後期高齢者医療被保険証（あさぎ色）』

　　⇒訪問診療費、処方費や訪問歯科診療費の負担割合を示すものです

　これらの保険証の提示がなければ、8月以降のきららの利用料金が高額となる
恐れがあります。保険証類がお手元に届いた際には、お早めにきらら生活相談
員までお持ちいただきますようお願いいたします。

友枝歯科の山下先生や
歯科衛生士の皆様

それぞれの居室にて
治療を行います

治療前後に看護職員と打合せを行います


